
働き方改革推進支援センターに寄せられた相談事例

下請Gメンヒアリングで把握した生の声

令和元年８月22日

資料１－２



1

相談事例・生の声から見えてきた課題
○ 働き方改革推進支援センターに寄せられた相談事例や下請Gメンヒアリングで把握した
生の声からは、生産性の向上や人材確保のための支援策が十分に浸透していないという課題
が見える。

○ 依然として「しわ寄せ」の問題も発生している。

【中小事業主が直面している課題】
１ 時間外労働の上限規制について
▶ 一部の職歴が長い従業員に責任のある業務が偏っており、新入社員に成長できる業務を割り当てる
ことができてない。【宿泊・飲食サービス業】

▶ 中小企業は一人の有能な社員に頼っているところがあり、その代替が効かないというところが
大企業と違うところ。有能な人材を採用しようとしてもそのような人材は当社には来てくれない。
【機械加工業】

２ 年次有給休暇の時季指定について
▶ 数年前から、所定休日の確保のため工事を受注する際には、遠方の工事を受注することを
避けてきたが、このような状況で、更に年次有給休暇の５日付与はなかなか難しい。【建設業】

▶ 個人毎の休暇管理表を新たに作成したが、現場のキーマンが不在だと生産が進まないという現実
があり、非常に対応に困っている。【産業用ろ過装置製造業】

３ 人材確保・育成等について
▶ 人手不足により新規の仕事が受注できず売上が伸び悩んでいる。【製造業】
▶ 残業を減らすためには現場の無駄をなくし生産性を上げる必要があるが、それを実行できる人が
工場にはいない。現場は人が足りないと嘆いている。【機械用刃物製造業】

４ 働き方改革に伴う「しわ寄せ」について
▶ 元請の意向で現場を完全週休２日制にするよう求められているが、そのため、平日５日の作業が
厳しくなっている。対策としての人材確保も難しい。【建設業】

▶ 納期は変わらないが、依頼される内容が今までとは違って設計工程込みの仕事が増えている。
【機械加工業】



○ 所管業界団体における「しわ寄せ」防止・改善に向けた独自の取組の推進
【業所管省庁】

２ 「しわ寄せ」防止について所管業界における固有の課題や事情を踏まえた取組

○ 多能工化、機械化・IT化、人材確保の支援
▶ 時間外労働等改善助成金（時間外労働上限設定コース）

管理者・労働者に対する研修の開催による「働き方改革」の理解促進、生産性向上に向けた
設備の導入、人材確保に向けた取組等

▶ ものづくり・商業・サービス補助金
革新的なサービス開発・生産プロセスの改善等に必要な設備投資等を行う場合に助成

▶ IT導入補助金
生産性向上に資するITツール（ソフトウェア）の導入を行う場合に助成

▶ 小規模事業者持続化補助金
商工会・商工会議所と作成した経営計画に基づいて販路開拓等を行う場合に助成

▶ 人材確保等支援助成金（働き方改革支援コース）
働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い

入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成
○ 業界団体による働き方改革の取組を推進するための支援
▶ 時間外労働等改善助成金（団体推進コース）

事業主団体が傘下の会員企業に対して以下の取組を行う場合に助成
・外部専門家による労務管理上の巡回指導
・構成事業主が共同で利用する労働能率増進に資する設備・機器の導入
・人材確保に向けた取組

１ 生産性向上、人材確保等に関する助成制度の積極的な活用に向けた取組

今後取組をお願いしたいこと（問題点への対応）
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○ 所管業界団体における上記１，２の取組が一層推進されるよう各省幹部による
積極的な働きかけ 【業所管省庁】

３ 業所管省庁の幹部による所管業界団体への働きかけ



参 考
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時間外労働等改善助成金（団体推進コース）
事業主団体が、傘下の事業主の労働条件の改善のため、時間外労働の削減等に向けた取組を実施した場合に、
その費用を助成する制度がある。




















